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訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
七
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
七
条
の
二
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必

要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
る
言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
、

当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ

う
な
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
七
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
七
条
の
二
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必

要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
る
言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
、

当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
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う
な
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
教
育
委

員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
六
条
中
「
勤
務
を
割
り
振
ら
れ
な
い
日
（
」
の
下
に
「
都
立
学

校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京

都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
第
十
五
条
、
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
八
条
の
二
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を
背

景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
る

言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与

え
、
当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該
職
員

の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
行
つ
て
は
な

ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
交
通
局
規
程
第
二

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
十
二
条
の
二
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を

背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え

る
言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を

与
え
、
当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該
職

員
の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
行
つ
て
は

な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
六
号局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
訓
令

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

中

嶋

正

宏

第
五
十
一
条
の
二
の
三
を
第
五
十
一
条
の
二
の
四
と
し
、
第
五
十

一
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
五
十
一
条
の
二
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係

を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超

え
る
言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛

を
与
え
、
当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該

職
員
の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局

管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
の
三
を
第
六
十
四
の
四
と
し
、
第
六
十
四
条
の
二
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
六
十
四
条
の
三

職
員
は
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を
背

景
と
し
て
行
わ
れ
る
、
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
る

言
動
で
あ
つ
て
、
他
の
職
員
に
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
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え
、
当
該
職
員
の
人
格
若
し
く
は
尊
厳
を
害
し
、
又
は
当
該
職
員

の
勤
務
環
境
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
行
つ
て
は
な

ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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